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今月の表紙       『 入 畑 ダ ム 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特  

 

集  

入畑ダムは、平成 2 年、夏油川に建設された「北

上川五大ダム」で最後に完成したダムです。平成 3

年には、公募によって「鬼翔平（おにがけだいら）」と

名づけられた展望台広場（標高 430ｍ）が整備され

ました。展望広場では、ダム周辺と北上平野を一望

でき、新緑、紅葉の時期には素晴らしい眺望が楽し

めます。 
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令和 2年度 

岩手県行政書士会定時総会を終えて 

岩手県行政書士会 

会 長 田村 格 

 

 

本年度の定時総会は、極めて異例なかたちで開催せざるを得ませんでしたことをお詫び申し上げます。 

昨年末、中国武漢で発生が確認された、新型コロナウイルス感染拡大の猛威は、当初は楽観視されておりまし

たが、予想外に感染力が強く、国民生活に多大な影響を与えることとなりました。 

政府は、感染拡大防止のため、三密を防ぐよう国民に要請し、岩手県行政書士会も、総会の開催にあたり、そ

の点に配慮する形で開催せざるを得ませんでした。 

会則では、総会の議決権行使について、第５７条で、書面議決及び委任状議決を認めておりましたので、総会

当日におきましては、出席者は、会長、副会長、理事、監事、総務部員のみとさせていただき、その他の会員の

皆様には、書面決議又は委任状による決議によって、総会に参加していただくこととしました。また、質問に関しま

しては、総会における答弁をそのまま全会員に対して送付することと致しました。現時点で岩手県内の感染者は

いない状況とはいえ、このような方法でしか総会を開催できなかったことは、残念でなりません。 

 

今年度の総務大臣表彰を一関支部の今出善雄会員が受賞することとなりました。心よりお祝い申し上げます。

通常であれば、日本行政書士会連合会定時総会の席上で、総務大臣から表彰されるのでありますが、連合会の

総会自体が、代議員の書面決議ということとなりましたので、後ほど連合会から送付されるものと思われます。 

 

今後も、新型コロナウイルス感染拡大予防の趣旨から、研修会等の通常の活動におきましても、密とならない

会場で行う等、様々な事柄に注意しながら活動を進めてまいります。 

  

いつ収まるかわからない新型コロナ対策をしながらの行政書士業務、無料相談、行政書士会活動等でありま

すが、国民の権利、利益の実現のため一層の努力をよろしくお願いします。 
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令和２年度岩手県行政書士会定時総会開催 

（議事録より抜粋）

日  時   令和 2年 5月 27日（水）午後１時 

場  所   岩手教育会館 ホールＡ 

(盛岡市大通一丁目１番 16号) 

司  会   総務・経理部長  阿部 芳夫 

 

１．開会の言葉 

副会長 小野寺 豊文 

 

２．物故者に対する黙祷 

二戸支部 伊藤 勝弘 会員 

           盛岡支部 福森 信夫 会員 

           水沢支部 高橋 文子 会員 

 

３．会長あいさつ 

 会  長  田村 格 

 

４． 来賓祝辞 

■  岩手県知事  達増 拓也 様 

   (代読 副会長 古澤 伸) 

■  日本行政書士会連合会会長  常住 豊 様 

(代読 副会長 古澤 伸) 

 

５． 祝電披露 

総務・経理部次長 澤口 総一 

■  自由民主党総務会長  鈴木 俊一 様 

■  参議院議員  横沢 高徳 様 

 

６． 行政書士倫理綱領の唱和 

副会長 細川 榮子 

 

７． 議長選出 

仮議長の田村会長から議長の選出方法を諮ったと

ころ、会場から「会長一任」の声により会長から北上支

部の齋藤斉会員を議長に指名した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． 出席人員報告及び議事録署名人並びに議事録

作成者指名 

 

議長から就任あいさつの後、次のとおり出席人員

の報告があった。 

個人会員数 371名中、本人出席 17名、議決権行 

使書 266名、委任状出席 0名、合計 283名 

 

これにより、岩手県行政書士会会則第 55条の規

定に基づく定足数に達していることが宣言された。 

次に、議長から議事録署名人と議事録作成者が

指名された。 

議事録署名人   盛岡支部 田村   格   会員 

花巻支部 永田 依津子 会員 

議事録作成者    一関支部 阿部  芳夫  会員 

盛岡支部 澤口  総一  会員 

 

次に、議長から総会の会期について本日５月 27

日の一日としたい旨、会場に諮ったところ「異議な

し」の声により５月 27日の一日と決定した。 
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9． 議案審議 

 

第 1号議案 

令和元年度岩手県行政書士会事業報告 

 

第 2号議案 

令和元年度岩手県行政書士会決算報告 

 

質疑応答 

1 号議案に対して質問が 2 件、2 号議案に対し

て質問が 1件。事前に提出された質問に執行部が

答弁した後、1 号議案・2 号議案ともに異議なしで

可決。 

 

第 3号議案 

令和 2年度岩手県行政書士会事業計画（案） 

 

質疑応答 

3 号議案に対して質問が 2 件。事前に提出され

た質問に執行部が答弁した後、3 号議案について

異議なしで可決。 

 

第 4号議案 

令和2年度岩手県行政書士会入会金及び会費（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 号議案について、事前の質問通告がなかった

ため直ちに採決した結果、異議なしで可決。 

 

第 5号議案 

令和２年度岩手県行政書士会予算（案） 

 

質疑応答 

5号議案に対して質問が 1件。事前に提出され

た質問に執行部が答弁した後、5号議案について

異議なしで可決。 

 

以上で、「第 5 号議案」に係る議案審議が終了し

たことにより、議長が本総会での全ての議案審議の

終了を宣言した。 

 

最後に、議案に対する質問以外としての質問が1

件。事前に提出された質問に執行部が答弁した。 

 

以上により、総会日程の全てを終了し議長が退

任のことばを述べた。 

 

１0．閉会のことば  

副会長 細川 榮子 

 

以上、令和 2年度岩手県行政書士会定時総会

の全てを終了し、午後 3時 10分閉会した。 
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岩 手 県 知 事  達 増 拓 也 

 

 

令和 2年度岩手県行政書士会定時総会の開催に当たりお祝いを申し上げます。 

  

皆様におかれましては、日頃から、官公署に提出する書類の作成業務などを通じ、行政の適正かつ円

滑な執行のために御尽力を賜りますとともに、東日本大震災津波をはじめ、度重なる自然災害に見舞わ

れる中、被災地域における相談活動や、新型コロナウイルス感染症に係る各種支援等、様々な活動を行

われてきたことに対し、厚く御礼を申し上げます。 

 

また、本日、栄えある表彰を受けられた皆様には、心からお祝いを申し上げます。 

 

東日本大震災津波から 9年 2箇月が経過しました。県では、「いわて県民計画２０１９～２０２８」に

おいて、「東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に取り組みながら、お互いに幸福を守り育て

る希望郷いわて」を基本目標とし、復興を基本目標の中心に位置付けて、県民一人ひとりがお互いに支

え合いながら、幸福を守り育てるための取組を進めています。 

 

今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、まず、県民の皆様には、これまでの徹底した感染対策

の実施や、慎重かつ冷静な行動を心掛けて頂いたことについて、感謝を申し上げます。本県では、「岩手

県新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき、市町村や関係団体、企業や地域などあ

らゆる主体と一丸となり、感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでいます。県民の命と

健康を守ることを最優先に、医療提供体制を充実する取組、日常生活を支える取組、地域経済活動の回

復に向け、皆様の御支援・御協力をお願いいたします。 

 

行政書士の皆様におかれましては、その業務を通じ、多大な御貢献をいただいているところですが、

今後とも、県民福祉の向上と活力ある地域の実現のため、より一層の御支援を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

結びに、岩手県行政書士会の更なる御発展と、御参会の皆様方の御活躍、御健勝を祈念いたしまして、

お祝いの言葉といたします。 

 

                                          

令和 2年 5月 27日 

代読 岩手県行政書士会 副会長 古澤 伸 

                

祝   辞 
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祝   辞 
 

 

日本行政書士会連合会 会 長  常 住   豊 

 

本日は、岩手県行政書士会の令和 2年度定時総会が開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。 

 また、日頃より田村会長をはじめ岩手県行政書士会の会員の皆様には、日本行政書士会連合会の事業運営

に多大なるご理解とご協力を賜り、この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。 

さて、今、社会は、日本のみならず、世界中において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大との戦いの最中

にあります。この影響により経済は大きな打撃を受け、リーマンショックあるいはそれ以上に深刻な経済不況の状

態に陥るのではないかと危惧されており、大変な危機感が世の中を覆っています。 

こうした非常事態の中で、国や地方自治体では中小法人、個人事業者等や国民向けの各種の支援制度を整

備しつつあり、これらに向けた様々な手続きは、まさに我々行政書士がサポートすべき真正面の業務であり、持て

る本領を発揮する舞台であるといえます。このため、本会では、早期に全国各単位会での無料電話相談窓口設

置をお願いし、そのとりまとめを、ホームページをはじめ、プレスリリースにより広く広報し、社会における行政書士

の貢献を強くアピールしてきたところです。新型コロナウイルス感染症への対応はこれにとどまらず、今後も行政

の動きに呼応した更なる取り組みが必要になるものと承知いたしており、より積極的に行政書士の社会的役割を

果たしていくべく対応を図ってまいります。 

また、先の行政書士法の一部改正では、皆様方のご支援、ご協力により、目的規定に「国民の権利利益の実

現に資すること」の明記をはじめ、「一人法人」「行政書士会による注意勧告権」の規定が新設されるに至りました。

あらためて深く感謝申し上げます。行政書士法は、今後も、国民に寄り添う実務家である行政書士の、制度の根

幹をなすべく、時代に応じ、ニーズに基づき、さらなる変遷を遂げていく必要があるものと考えております。 

現在、政府が実現を目指す多文化共生社会や、ビッグデータ、ＩｏＴ、人工知能などのデジタル技術の急速な

進展による第四次産業革命と呼ばれる新たなイノベーション社会において、更なる行政書士の存在感を示してい

く必要があります。そのために私は「共生」を標榜したいと考えます。地域に根ざし、他者を認め、立場の違いを受

入れ、合意を形成しながら、手続きを進めていくという行政書士の特性を十二分に生かし、明るい未来を創造す

る共生社会の実現を目指し、行政書士制度の発展へと繋げてまいります。 

今後も、連合会運営に当たっては、全国の単位会と緊密に連携をとり、具体的成果に視点を置きながら果敢に

取り組んでまいります。引き続きご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

まだまだ先が見えず、厳しい状況が続くことが予測される現状ですが、来年 2 月 22 日には行政書士制度 70

周年が控えており、その際には皆様方と共に盛大にお祝いさせていただきたいと強く願っております。 

最後になりますが、岩手県行政書士会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、お祝いの

ご挨拶とさせていただきます。 

 

 

令和２年５月２７日 

代読 岩手県行政書士会 副会長 古澤 伸 
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 令和２年度 表 彰  

おめでとうございます                                   

（敬称略） 

総務大臣表彰被表彰者 

今 出 善 雄 会員 (一関支部)   

日本行政書士会連合会会長表彰被表彰者 

菅 原 弘 志 会員 (大船渡支部) 権 頭  輝 男 会員 (北上支部) 

  戸 来  正 博 会員 (盛岡支部)   

日本行政書士会連合会東北地方協議会会長表彰 

黒 沼 正 雄 会員 (久慈支部) 齋 藤  俊 二 会員 (盛岡支部)  

野 里 壽 史 会員 (久慈支部) 和 久 喜美男 会員 (久慈支部) 

岩手県行政書士会会長表彰被表彰者 

    久保田  秀房 会員 (宮古支部) 中屋敷  修士 会員 (二戸支部) 

井 上 勇 一 会員 (盛岡支部) 齋 藤   斉  会員 (北上支部) 

伊 藤  紀 和 会員 (盛岡支部) 小笠原  利枝 会員 (盛岡支部) 

髙 橋  治 巳 会員 (久慈支部) 村 上 育 美 会員 (盛岡支部) 

石 川  誠 司 会員 (北上支部) 髙 橋 良 光 会員 (水沢支部) 

坂 本 一 夫 会員 (紫波支部) 阿 部  芳 夫 会員 (一関支部) 

    菅 原 今朝男 会員 (水沢支部) 坂 本   忍  会員 (花巻支部) 

 
      

祝   電 

自由民主党総務会長 鈴木 俊一 様 

「岩手県行政書士会令和 2年度定時総会」の開催を心からお祝い申し上げます。 

国民生活の中で、身近な街の法律家、行政との橋渡し役として国民の権利・利益の保護、行政業務の円

滑化にご尽力を賜ります田村会長様はじめ関係皆様に心から敬意と謝意を表します。 

また、新型コロナウイルス感染防止、拡大阻止、早期終息にご理解、ご尽力を賜り、重ねて感謝、御礼を

申し上げます。 

本日の会が貴会の一層の発展に向け、実り多きものとなりますことをご期待申し上げますと共に、ご参会

皆様のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げます。 

参 議 院 議 員 横沢 高徳 様 

岩手県行政書士会令和 2年度定時総会のご開催を心よりお慶び申し上げます。 

日頃より、県民の代理人として、その生活の利便性の向上ご尽力されておられますご関係各位に深く敬意

を表します。 

今後とも一層業界が発展されますよう、皆様のご意見、ご要望を国政へとお届けして参ります。 

貴会の益々のご発展と、ご参集の皆様のご隆盛とご健勝をお祈り申し上げます。 
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  盛岡支部            支部長 横山  勝 

盛岡支部では令和２年度支部総会を５月２５日（月）に開催しました。開催の企画にあたっては、新型コロナウイ

ルス感染防止の観点から、出席者の安全を確保しながらも今年度の活動につながる総会を開催するにはどうした

らいいかということに苦慮しました。書面決議の方法なども検討しましたが、結果的には支部規則に則って委任状

出席を前提とした開催としました。支部会員の皆様には快くご協力をいただき無事に開催することができました。

来年度は、通常通り支部会員の皆様と直に意見が交わすことができるような支部総会となることを祈るばかりです。 

 紫波支部            支部長 中屋敷 勤 

紫波支部では、感染予防のため今年度の定時総会を初の試みとしてＳｋｙｐｅ使用によるＷｅｂ会議で開催いた

しました。本当は全会員自由参加の形としたかったのですが、ＰＣ環境や事前設定周知等の都合上、やむなく役

員と総会運営協力会員の合計９名の参加者に限定し、一般会員には書面議決と委任状の形でご協力いただき

ました。画面を通して参加者の顔と声がライブで見聞きでき、また会場不要なので費用負担が無く、とても有効な

手段と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花巻支部          支部長 菊池 公敏 

花巻支部の定時総会は、書面議決で行いました。経過としては、総会の議案等を協議する４月２４日（金）の役

員会において、総会は、書面議決によることが妥当としました。 

加えて、県会から書面議決を推奨との通知が支部長宛になされたことから、会員に対し５月７日（木）付けで、コ

ロナ禍の緊急事態であり、総会は書面議決で行う旨の文書及び議案を送付し、５月２２日（金）までに賛否を支部

長宛に郵送するよう依頼しました。 

結果、３４名（支部長除く。）中３３名から、全４議案に賛成するとの回答を得て議決しました。

 

二戸支部               支部長 工藤 庄八 

 今年度の支部総会は、６月１７日（水） １８：３０～１９：３０に、なにゃーと会議室にて行われました。新型コロナウ

イルス感染拡大予防の趣旨から、大人数での集会は自粛が求められる時期であり、例年通りとはいきませんでし

たが、密接を避けるため広い会場を設定し、長テーブルに一人座る形にしました。普段であれば終了後行われて

いた懇親会も残念ながら見合わせることとなりました。全会員に案内はしましたが、本人出席が６名と今までに無

い小人数での開催となりました。 

支部定時総会開催報告 
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副会長(代議員)  細川 榮子 

 

◆令和２年度日本行政書士会連合会定時総会（書面議決）の報告 

本年度の日行連定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び参加者への安全配慮から、書面により

議決を行うべく「日本行政書士会連合会令和２年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則(4月 30日理

事会承認)」が設置されたとの文書(5 月 26 日発第 186 号)が、代議員に送付されました。会則に定められた任期

中の代議員に「定時総会の議決を書面により行うこと」を提案し、文書にて同意の意思が諮られました。代議員数

239名中、同意 231名、不同意 3名、白票 2名で同施行規則に則り、令和２年度の定時総会は書面議決にて開

催されました。 

 

・議案書送付日時 ： ５月 26日(火)日行連より単位会へ発送。単位会より各代議員へ。  

・質問受付期間 ： ５月 26日(火)～６月 15日(月)17時  

・質問回答／表決票配付 ： 6月 19日(金) 

・定時総会開催期間(表決票受付期間) ： 6月 23日(火)～6月 25日(木）  

・総会書面議決結果通知 ： 6月 26日(金)  

以上のタイムスケジュールで本年度の定時総会が実施されましたが、代議員は日行連の HP(特設ページ)に与

えられたパスワードで入り、情報を確認するものでした。（書面でも送付されました） 

定時総会の質問は 51 件（回答も書面）で、全議案(第 1 号～第 6 号)が承認可決されました。なお、令和 2 年

度の事業計画の基本方針の中に『改正行政書士法の趣旨を生かし、全ての事業活動について「国民の権利利

益の実現」を見据えて展開する』とあります。また、「法教育推進委員会」「暴力団等排除対策委員会」「権利擁護

推進委員会」が新設されました。 

例年ならば、全国の代議員と顔を合わせて意見を交わし、情報の授受をしながらコミュニケーションを図って本

会に持ち帰り会務の参考にしたのですが、本年はそれが出来ませんでした。如何に平時の日々が恵まれた貴重

な日々であるかを、改めて感じた定時総会でもありました。 

 

◆令和２年度日本行政書士会連合会東北地方協議会定時総会 

本年度の日行連東北地協定時総会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 6 単位会の会長のみの

出席で下記のとおり開催され、全議案が全員一致で承認可決されました。 

 

日時：令和２年６月６日(土) 12時 45分～14時 

場所：ホテル JALシティ仙台 ２階ローズ 

出席：田村格会長 

議案：第 1号議案 令和元年度 会務報告について 

 第 2号議案 令和元年度 収支決算について 

 第 3号議案 令和 2年度 会務計画（案）について 

 第 4号議案 令和 2年度 収支決算（案）について 

 第 5号議案 令和 2年度会長会議・日行連との連絡会・定時総会について 

令和２年度日本行政書士会連合会定時総会（書面議決）の報告および 

令和２年度日本行政書士会連合会東北地方協議会定時総会報告 
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現在、全世界で感染拡大の猛威を振るう新型コロナウイルス問題。岩手県行政書士会では、総務省及び日本

行政書士会連合会から、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者及び国民に対する無料相談窓口を設けるよ

う協力要請をうけました。 

理事会で検討した結果、下記の要領にて、「新型コロナウイルス感染に係る無料電話相談窓口」及び新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、再起の糧となる「持続化給付金

申請支援電話相談」を設置することとしました。 

 

◆「新型コロナウイルス感染に係る無料電話相談窓口」 

１．趣旨：新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、その影響を受けた事業者等に対する支援として、岩手

県行政書士会において無料電話相談窓口を設置することとする。 

２．期間及び実施日時 

（１）期  間 令和 2年 5月 19日～当面の間 

（２）実施日時 毎週火曜日及び木曜日、13時～16時 

３．相談窓口対応（フロー） 

（１）初期対応 ： 019－623－1555（本会事務局） 

           ・相談者に対して別紙記載名簿の中から会員を紹介 

（２）2次対応 ： 別紙記載会員の紹介 

           ・下記５に係る相談者への対応 

４．相 談 料 ： 無料 

５．相談受付内容 ： 新型コロナウイルス関連の中小企業支援施策に関する相談 

６．相談実績報告 ： 当該相談対応を行った会員は、別紙様式により翌月の 10日までに報告する。 

 

◆「持続化給付金申請支援電話相談」 

１．募集人員 ： 若干名 

２．応募基準 ： ・企業会計（経理、決算等）についての実務経験があること、またはよく知っていること。 

・インターネット環境による利用を通常行っていること。 

・相談員となった場合、本会ホームページへの名簿の登載 

※持続化給付金申請の手続きについては、経済産業省のホームページに掲載されておりますので、ご確認を

お願いいたします。 

３．電話相談実施期間 ・ 日時 ： 令和 2年 6月 1日～令和 2年 12月 25日、毎週月曜から金曜 13時～16時 

４．相談対応及び内容 ： 相談員は期間及び実施日時内に、持続化給付金申請手続きに関して相談者からの電 

話対応等を行うもの。 

 

新型コロナ感染に係る無料電話相談窓口の設置および 
    持続化給付金申請支援無料電話相談窓口の設置 
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業務受託対策委員会 副委員長 藤澤 裕之 

令和 2 年 3 月 23 日（月）から 31 日（火）の間の土日を除く 7 日間にわたって、岩手運輸支局においては自動

車登録無料相談員として、軽自動車検査協会岩手事務所においては軽自動車書類作成アドバイザーとして、そ

れぞれ年度末の混み合う時期に各種登録申請手続きに訪れる一般ユーザーの方々に対して、相談員・アドバイ

ザー募集に応じていただいた会員により、申請書類作成の相談支援業務が行われました。 

 運輸支局においては 1日に 4名、軽自動車検査協会においては 1日に 2名の態勢でしたが、今回は、今後自

動車登録業務に精通する会員を増やしたいという観点から、新規の会員に多く担当していただくため、新規の方

は原則半日単位としてお願いしました。また、公平性を期すため運輸支局と軽自動車検査協会と合わせて会員 1

人の担当日数は最大 3 日とし、さらに、例年最も混み合う最終日は、経験豊富な会員の方々にお願いすることと

しました。 

「何故、運輸支局は“相談員”で、軽自動車検査協会は“アドバイザー”なのか？」と会員からご質問がありまし

たが、それぞれの機関から業務受託を受けるなかでこの名称となったと委員会では引き継いでおります。ただ、し

いていえば、運輸支局では会議室の中に机を並べて申請者の方と着席で対面して作成支援するのに対し、軽自

動車検査協会では申請窓口の書類作成スペースのなかで立ったまま申請者の方へ側面からアドバイスするとい

う形態の違いがあるものと考えております（蛇足ですが、よって、軽自動車検査協会においては、多少体力を要す

ることとなります !? ）。 

  今回は、運輸支局・軽自動車検査協会合わせて、21 名の会員にご協力いただき、相談実施件数は、下記のと

おりとなりました。 

 

 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/30 3/31 合計件数（前年度件数） 

運 輸 支 局 109  68  83  79  91 150 134 714 （463） 

軽自動車検査協会  34  37  34  51  31  42  59 288 （263） 

  

運輸支局において前年度から件数が大幅に増加したことについては 昨年 4 月から窓口の書類提出順が変

わり県税窓口が最後になったことに伴い、従来からの変更点として県税申告書の記入説明は行わないこととなっ

たため、1件あたりの相談支援に要する時間が短縮され、多くの方に対応が可能となった結果と考えられます。 

 ご協力いただきました会員におかれましては、お疲れさまでした、本当にありがとうございました。本年度におき

ましても、会員の皆様の積極的な応募をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

自動車登録相談・軽自動車書類作成アドバイザー報告 
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◆【webセミナー】産業廃棄物処理業 行政手続きセミナーのご案内 

産業廃棄物の処理業を行うにあたっての行政手続きに関するセミナーです。リアルタイムの配信のインターネ

ットを利用したウェブセミナー受講となっておりますので、会場まで出向く必要がなく、パソコン、スマートホンなど

から受講できます。 

※詳細は、岩手県産業資源循環協会のホームページをご覧ください https://www.iwatesanpai.or.jp 

 

◆経営事項審査申請の手引きの一部改正について(通知) 

令和 2年 4 月 1 日から「経営事項審査の事務取扱について（通知）」（平成 20 年国総建第 269号）の一部が

改正されたことを踏まえ、経営事項審査申請の手引きを改正します。 

※詳細は、岩手県公式ホームページをご覧ください 

 

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた盛岡市廃棄物対策課所管法令等に係る許可申請等

の郵送受付について（通知） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従前、原則対面方式で行っておりました所管法令等に係る許

可申請、届出等について、令和 2 年 4 月 24 日（金）から当面の間、原則として郵送による受付とさせていただき

ます。 

注意事項としましては、期限に余裕を持った発送をお願い致します。 

※詳細は、盛岡市公式ホームページをご覧ください 

 

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた資源循環推進課所管法令等に係る届出等の郵送受

付について（通知） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従前、原則対面方式で行っていた当課所管法令等に係る許

可申請、届出等について、当面の間、原則として郵送により受付を行うことしました。 

注意事項としましては、期限に余裕を持って発送を行ってください。 

※詳細は、岩手県公式ホームページをご覧ください 

 

◆ワイズ公共データシステム 経営状況分析申請 ＢＣＰ対策のお願い 

現在郵送にて経営状況分析のご申請を頂いている会員様には、外出禁止等の措置が取られた場合の BCP

（事業継続計画）の課題の一つとして、極力早期に電子申請へ移行するようにお願いいたします。 

※詳細は、岩手県行政書士会のホームページをご覧ください 

 

 

業 務 関 連 情 報 

https://www.iwatesanpai.or.jp/


Information 
 

 

- 12 - 

日本行政書士会連合会の 

ホームページを活用してみませんか！  

 

会員サイト『 連 con(レンコン) 』とは 

 

日本行政書士会連合会 会員サイト「連 con(レンコン)」は、日行連と会員を connect(つなぐ)場にし

たいという思いと「先を見通す」という意味を持ち、地中にしっかりと根をはるレンコンのイメージを掛

け合わせて名付けられました。 

 

どんなことが掲載されてるの？ 

 

『連 con(レンコン)』の中には、業務について学べる中央研修所 研修サイトや、ユキマサくんのイラ

ストが無料でダウンロードできるデータ集が掲載されています。また、名刺などに使えるコスモスマー

ク もダウンロードできます。 

 

中央研修所 研修サイト 
 

中央研修所 研修サイトは、日本行政書士会連合会中央研修所が、各都道府県行政書士会の会員向けに

設置している研修サイトです。 

研修内容は、運送・自動車、建設業・経審、風俗・各種営業、外国人関連、中小企業支援、ＡＤＲビデ

オ講座など。多くの科目が無料で視聴できます！！ 

 研修サイトを利用するには、研修サイト用の ID、パスワードが必要です。はじめてご利用される方・

通知したパスワードの期限が切れた方は、「ID、パスワード申込」ボタンから ID、パスワードを取得して

ください。詳しくは、日本行政書士会連合会のホームページをご確認ください。 

 

ユキマサくん イラストダウンロードデータ集 
 

日本行政書士会連合会公式キャラクターのユキマサくんの画像データが、より身近な広報ツールとし

て、ご利用いただけます。２０２０年、スポーツユキマサくんが仲間入りしました。名刺に、営業チラシ

に、使い方は、あなた次第！！（※実際の画像は、カラーです）詳しくは、日行連のホームページをご覧

ください。 
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本 会 の 動 き 
令和 2 年 6月 30 日現在 

【会   務】 

月  日 内  容 出 席 者 等 会 場 等 

3月 2日 
災害時における支援協力に関する 

協定締結式 
田村格会長以下 5名 紫波町役場 16：00- 

4日 
第 5回企画開発部会 古澤副会長以下 5名 本会事務局 13：30-16：30 

第 5回広報・監察部会 小野寺副会長以下 4名 農林会館小会議室 13：30-16：30 

6日 新規登録者向けガイダンス 田村会長以下 6名 農林会館大会議室 13：30-15：30 

10日 第 7回業務部会 古澤副会長以下 6名 本会事務局 13：30-16：30 

12日 第 4回封印管理委員会 古澤副会長以下 農林会館談話室 13：30-15：45 

17日 第 2 回申請取次管理委員会 細川副会長以下 4名 本会事務局 13：30-16：30 

18日 

沿岸４市町村訪問（成年後見制度への取

組みに係る要望について） 
田村会長以下 4名 

大船渡市・釜石市・山田町・宮古市 

9：20-17：30 

第 6 回業務受託対策員会 古澤副会長以下 4名 本会事務局  13：30-16：30 

19日 第 5回理事会 田村会長以下 12名 農林会館大会議室 13：30-17：00 

25日 
ソーシャルビジネスサポートネットワーク会議 細川副会長 内丸ビル 10：00- 

第 11回総務・経理部会 細川副会長以下 5名 本会事務局 13：30-17：00 

4月 7日 第１回正副会長会・総務経理部長会 田村格会長以下 4 名 本会事務局 13:30- 

9日 事前監査 阿部総務・経理部長 本会事務局 10:00- 

13日 新年度 県庁挨拶 田村会長以下 4名 県庁 15：30- 

14日 決算監査 田村会長以下 6名 本会事務局 13：30-14：45 

24日 第１回理事会 田村会長以下 12 名 農林会館大会議室 13:30- 

5月 8日 
第 1回総務・経理部会 細川副会長以下 5名 農林会館小会議室 13：30-16：30 

第 2回正副会長会 田村会長以下 3名 農林会館小会議室 16：00- 

20日 盛岡広域成年後見センター 理事長来局 田村会長以下 4名 農林会館 談話室 14：30-15：20 

24日 令和 2年度定時総会 

本人出席      17名 

議決権行使書  266名 

委任状出席     0名 

岩手教育会館ホール A  

13：00-15：10 

6月 2日 第１回企画開発部会 古澤副会長以下 5名 農林会館小会議室 13：30-16：30 

6日 令和 2年度東北地方協議会定時総会 田村会長 ﾎﾃﾙ JAL ｼﾃｨ仙台   0：45-14：00 

9日 第１回業務部会 古澤副会長以下 4名 農林会館小会議室 13：30-16：30 

18日 第１回封印管理委員会 古澤副会長以下 4名 農林会館談話室   13：30-16：30 

19日 第１回広報・監察部会 小野寺副会長以下 6名 農林会館小会議室 13：30-16：30 

23日 
外国人材受入拡大に係る関係機関連絡会議 細川副会長・横山委員長 アイーナ        13：30-15：00 

第１回成年後見制度利用支援委員会 細川副会長以下 4名 農林会館談話室   13：30-16：30 

【各種相談会】 

月  日 内  容 相 談 員 会 場 等 

3月 2日 外国人県民相談・支援センター無料相談 岩渕渉会員 企業訪問同行 13:00-17:00 

3日 盛岡市専門家派遣相談 大畑美知子会員 もりおか復興支援センター14：00-15：00 

4日 外国人県民相談・支援センター無料相談 横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

5日 川徳無料相談会 大畑美知子会員 カワトク８Ｆ 10:00-16：00 
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5日 
法テラス大槌相談日 細川榮子会員 10:30-15:30 

〔水沢支部〕 無料相談会 佐藤勇行会員、高橋良一会員 奥州市民活動支援センター10:00-12:00 

6日 外国人県民相談・支援センター無料相談  岩渕渉会員 企業訪問同行 9:00-17:00 

9日 外国人県民相談・支援センター無料相談  岩野光進会員 企業訪問同行 13:00-17:00 

11日 外国人県民相談・支援センター無料相談  岩渕渉会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

12日 〔盛岡支部〕 無料相談会 楠山大輔会員 盛岡商工会議所 本所 13：30-15：30 

13日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 企業訪問同行 9:00-17:00 

14日 
なんでも相談会 

10:00-15:00 

八幡美和会員、大畑美知子会員 シープラザ釜石（釜石市） 

大澤仁悦会員 山田町中央コミュニティセンター 

廣嶼文哉会員、休石庄太郎会員 陸前高田市コミュニティホール 

16日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 企業訪問同行 13:00-17:00 

18日 外国人県民相談・支援センター無料相談  岩野光進会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

19日 法テラス大槌相談日 隅田哲晴会員 10:30-15:30 

23日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

25日 外国人県民相談・支援センター無料相談  岩野光進会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

26日 
〔花巻支部〕 無料相談会 コロナ感染予防のため中止 花巻市役所 

外国人のための無料相談 広野善弘会員 北上市国際交流ルーム 14:00-17:00 

30日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

4月 2日 

川徳無料相談会 楠山大輔会員 カワトク８Ｆ 10:00-16：00 

法テラス大槌相談日 坂本眞悦会員 10:00-16：00 

〔水沢支部〕 無料相談会 鈴木弘行会員、小野寺惠喜会員 奥州市民活動支援センター10:00-16:00  

9日 〔盛岡支部〕 無料相談会 横山勝会員 盛岡商工会議所 本所 13：30-15：30 

10日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

11日 
なんでも相談会 

10:00-15:00 

岡田秀治会員、永田依津子会員 シープラザ釜石 

加美山裕会員 山田町中央コミュニティセンター 

阿部英男会員、上總隼会員 陸前高田市コミュニティホール 

16日 水沢支部 無料相談会 小野寺豊文会員、佐藤勇行会員 奥州市民活動支援センター10:00-12：00 

17日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

23日 
〔花巻支部〕 無料相談会 コロナ感染予防のため中止 花巻市役所 

外国人のための無料相談 コロナ感染予防のため中止 北上市国際交流ルーム 

24日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

5月 1日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

7日 法テラス大槌相談日 横山勝会員 10:00-16：00 

8日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

9日 なんでも相談会 

畠山弘会員、猪又信幸会員 シープラザ釜石 10：00-15：00 

コロナ感染予防のため中止 山田町中央コミュニティセンター 

コロナ感染予防のため中止 陸前高田市コミュニティホール 

14日 〔盛岡支部〕 無料相談会 廣嶼文哉会員 盛岡商工会議所 本所 13：30-15：30 

15日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

22日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

28日 外国人のための無料相談 広野善弘会員 北上市国際交流ルーム 14:00-17:00 

29日 外国人県民相談・支援センター無料相談  横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 
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6月 4日 川徳無料相談会 岩渕渉会員 カワトク８Ｆ 10:00-16：00 

28日 外国人のための無料相談 広野善弘会員 北上市国際交流ルーム 14:00-17:00 

29日 外国人県民相談・支援センター無料相談 横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

6月 4日 川徳無料相談会 楠山大輔会員 カワトク８Ｆ 10:00-16：00 

法テラス大槌相談日 隅田哲晴会員 10:00-16：00 

水沢支部 無料相談会 小野寺豊文会員、菊地雅博会員 奥州市民活動支援センター10:00-12：00 

5日 外国人県民相談・支援センター無料相談 横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

14日 〔盛岡支部〕 無料相談会 上總隼会員 盛岡商工会議所 本所 13：30-15：30 

12日 外国人県民相談・支援センター無料相談 横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

13日 
なんでも相談会 

10:00-15:00 

小野寺豊文会員、大畑美知子会員 シープラザ釜石 

大澤仁悦会員 山田町中央コミュニティセンター 

細川榮子会員、古澤伸会員 陸前高田市コミュニティホール 

18日 水沢支部 無料相談会 及川暉久会員、佐々木友美子会員 奥州市民活動支援センター10:00-12：00  

19日 外国人県民相談・支援センター無料相談 横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

25日 外国人のための無料相談 広野善弘会員 北上市国際交流ルーム 14:00-17:00 

26日 外国人県民相談・支援センター無料相談 横山勝会員 国際交流プラザ 13:00-17:00 

【研 修 会】 

月  日 内   容 参加者数 会  場 時  間 

4月 28日 古物営業法の改正と営業許可手続き 
コロナ感染予防

のため中止 

いわて県民情報交流センター

「アイーナ」 会議室８０３ 
13:30-16:30 

 

 

 

■ 令和 2年度第 1回理事会 

・日時 令和 2年 4月 24日（金）午後 1時 30分から 

・場所 農林会館７階 大会議室 

・議決事項 

 （１）令和 2 年度定時総会の対応について、（２）令和 2 年度定時総会提出議案について、（３）総務大臣表彰に

ついて、（４）日本行政書士会連合会会長表彰の上申について、（５）日本行政書士会連合会東北地方協議会会長

表彰の上申について、（６）岩手県行政書士会会長表彰推薦者の承認について、（７）令和 2 年度日本行政書士会

連合会定時総会代議員の選任について、（８）補助者規則の一部改正について、（９）特定非営利活動法人いわて

連携復興センターとの災害協定について 

 ・協議事項 

 （１）ホームページへの会員名簿の登載について、（２）その他（新型コロナ問題関連助成金等電話相談窓口設置

について、（３）その他 

 ・報告事項 

 （１）令和 2年度第 1回支部長会の中止について、（２）令和２年度第１回業務研修会の中止について、（３）申請取

次管理委員会規則について、（４）その他 

 

事務局から【停電による FAX等の不通について】 

8月 12日 17：００～8月 17日 9：00まで農林会館電気工事による停電作業により事務局の 

ＦＡＸ・電話等の機器が使用できません。 

つきましては、研修会等の申込みは、8月 17日以降にお願いいたします。 

理事会開催報告 
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会 員 の動 向 
(敬称略) 

  入   会   おめでとうございます 

 松川 章 R2.4.2 登録入会 自らが相続人となった時、誰に相談してい

いのか困ったことが士業を志した原点です。

気軽に相談できる街中の一室として、お話を

傾聴し、丁寧・誠実に解決の糸口を提案でき

るよう学習に努めたいと思います。 

花巻支部 0198-29-6090 

こうどうしゃ行政書士事務所 

花巻市城内 2番 2号 

 

 村上 克之 R2.4.2 登録入会 奥州市水沢で宅地建物取引業も営んで

いる兼業書士です。不動産の仕事を通じ

て、農地転用許可申請や、相続・後見等の

ニーズを感じつつ、法律のプロとして恥ず

かしくない仕事をしてまいります。 

水沢支部 080-3120-1847 

村上行政書士事務所 

奥州市水沢東上野町 2番 10号 

 

 石橋 嗣章 R2.5.1 登録入会 入会させていただきました。行政書士とし

て必要とされる事に責任を持ち仕事できる

事に感謝し、地域及び会に貢献できるよう

鋭意努力して参る所存でございます。よろし

くお願いいたします。 

盛岡支部 019-681-6186 

いしばし行政書士事務所 

盛岡市三ツ割一丁目 9番 7号 

 

 

藤原 尚彦 R2.6.15 登録入会 19 年余りを宮城会会員として過ごし、登

録抹消と 3年の静養を経て今年 6月に郷里

の北上市で業務を再開いたしました。行く

先が「柳の下の泥鰌」でないことを祈りつ

つ、カムバックを目指して精進いたします。 

北上支部 0197-75-5052 

フジワラ法務特定行政書士事務所 

北上市中野町三丁目１３番５号 

   変  更    よろしくお願いいたします 

 

支 部 会員氏名 変更事項 内    容 

一 関 
小野寺 弘文

R2.4.15 
事務所所在地 一関市千厩町千厩字下駒場 294番地 10 

盛 岡 
永野 敦子 

R2.4.15 
事務所所在地 滝沢市大釜土井尻 121番地 10 

盛 岡 
畑 浩治 

R2.4.15 

事務所所在地 滝沢市篠木明法 130番地 3 

事務所名称 畑浩治行政書士法務事務所 

T E L 080-2820-8784 

盛 岡 
廣嶼 文哉 

R2.4.30 

事務所所在地 盛岡市安倍館町 18番 24-205号 

T E L 019-681-0315 

令和 2年 6月 30日現在 
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支 部 会員氏名 変更事項 内    容 

盛 岡 
廣嶼 静香 

R2.4.30 

事務所所在地 盛岡市安倍館町 18 番 24-205 号 

T E L 019-681-0315 

使用人に変更 行政書士なかつ法務事務所 

盛 岡 

白澤 幸恵 

（旧姓：松森） 

R2.4.30 

事務所名称 白澤幸恵行政書士事務所 

事務所所在地 盛岡市前九年二丁目 9番 19 号 

T E L 019-681-2950 

水 沢 
佐々木 友美子

R2.5.15 
T E L 090-8786-4039 

盛 岡 
佐藤 誠司

R2.5.15 
T E L 019-635-9999 

盛 岡 
井上 勇一

R2.5.15 

事務所名称 いのうえ行政書士事務所 

事務所所在地 滝沢市鵜飼向新田７番地１７８ 

T E L 019-684-6177 

盛 岡 
澤口 寿

R2.5.15 

事務所名称 行政書士澤口事務所 

事務所所在地 岩手町大字沼宮内第７地割 32 番地 ㈲大町ビル 1F 

T E L 0195-68-7187 

北 上 
石川 誠司 

R2.6.15 
法人から個人へ 石川誠司行政書士事務所 

 退 会 者  大変お疲れ様でした 

支部名  氏   名 退会年月日 

花 巻 齋藤 佳人 令和 2 年 3 月 31日 

大船渡 吉田 境 令和 2 年 4 月 30日 

二 戸 糸井 雅之 令和 2 年 5 月 31日 

盛 岡 鈴木 まき子 令和 2 年 6 月 15日 

北 上 高橋 寿夫 令和 2 年 6 月 15日 

盛 岡 立花 勇司 令和 2 年 6 月 30日 

宮 古 澤田 徳男 令和 2 年 6 月 30日 

盛 岡 林 秀樹 令和 2 年 6 月 30日 

  訃  報   ご冥福をお祈りいたします 

令和 2 年 6 月 26日 盛岡支部 八重樫 典仁 会員 

行政書士いわて 
発 行 所  岩手県行政書士会  【編集委員】  広報・監察部 

盛岡市菜園一丁目 3 番 6 号農林会館 5 階 部  長  廣嶼 文哉 

№153 TEL : 019-623-1555 FAX : 019-651-9655 次  長  佐藤 昌弘  

令和 2 年７月 31 日発行          mail:info@iwate-gyosei.jp URL:http://iwate-gyosei.jp/ 部  員  川本 史彦   村上 育美 

 発 行 人  会 長   田村 格 楠山 大輔   

編集後記 

コロナウイルスの影響で、異例づくしの新年度が始

まりました。定時総会は書面による議決に、合同部会

も各々の開催に。年に一度、他支部の皆さんとお会

いできる機会を逸し、とても残念でした。昨年は、元

号が令和に、消費税が１０%へと、大きく変化した年で

したが、遠い昔のことのような気がしてなりません。 

今後、コロナが収束しても、もう元の世界には戻れ

ないであろうと言われています。身の回りの小さな幸

せを大切に、日々、過ごしていきたいと思います。 

広報・監察部 部員 村上 育美 



 

 


